
令和 ６ 年 ２ 月２９日

主たる事務所の所在地 奈義町豊沢306番地1

法人の名称 農事組合法人　奈義さと丸農園

代表者氏名 代表理事　横仙　さと丸

電話番号 0868-36-4114

次のとおり農地法第６条第１項の規定に基づき報告します。

１ 　法人の概要

無

10.0

5.0

２ 　農地法第２条第３項第１号関係

(1)事業の種類

実績

翌事業年度の計画

主たる事務所の所在地 奈義町豊沢306番地1

奈義町農業委員会　会長　殿

農事組合法人　奈義さと丸農園　代表理事　横仙　さと丸

農地所有適格法人報告書

自　　令和 ５ 年 １ 月 １ 日

至　　令和 ５ 年１２月３１日

記

法人の名称及び代表者の氏名

＜記入例＞

米・大豆

法人形態 農事組合法人

生産する農畜産物
左記農業に該当しない事業の内容

経営面積（ha）

米・大豆

関連事業等の内容

農　　　業
区分

採草放牧地

田

畑

所有農地の有無

所有農地が無いときはマスキングされたところは記入不要

報告対象年度末の状況



（２）売上高

３ 　農地法第２条第３項第２号関係

（１）農業関係者（権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合、

　投資円滑化法に基づく承認会社等）

権利の種類 面　積 直近実績
翌事業年度

の計画

奈義　一郎 豊沢306-2 日本 1 賃貸借権 2,000 150 150

奈義　太郎 豊沢306-10 日本 1 賃貸借権 5,000 150 150

〇〇　〇〇 豊沢306-4 日本 1 賃貸借権 3,000 150 150

△△　△△ 豊沢306-5 日本 1 賃貸借権 3,000 100 100

□□　□□ 豊沢306-6 日本 1 賃貸借権 3,000 100 100

議決権の数の合計 5 ①

農業関係者の議
決権の割合

83% ①/①+②

その法人の行う農業に必要な年間総労働日数： 日

農業への従事日数

構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況

農作業委
託の内容

国籍等
農地等の提供面積

（㎡）

左記農業に該当しない事業

150

年　　度

報告対象年度の２年前（実績）

報告対象年度の１年前（実績）

報告対象年度（実績）

翌事業年度の計画

農　　　業

12,000,000

11,000,000

15,000,000

14,000,000

氏名又は名称
住所又は主た
る事務所の所

在地

議決権
の数

構成員全ての状況

在留資
格又は
特別永
住者

構成員のうち、農地提供者（法人へ農地を貸している人）全員を記載

上記以外の構成員は「（2）農業関係者以外の者」へ記載

法人が農地を所有していない場合はマスキング箇所は記入不要

記入しきれない場合は別紙を使用

（期間例）R5.1.1～R5.12.31

（期間例）R4.1.1～R4.12.31

（期間例）R3.1.1～R3.12.31

（期間例）R6.1.1～R6.12.31

※日数で記載

所有農地が無いときはマスキングされたところは記入不要

所有農地が無いときはマスキングされたところは記入不要



（２）農業関係者以外の者（⑴以外の者）

奈義　花子 豊沢306-3 日本 1

議決権の数の合計 1 ②

農業関係者の議
決権の割合

17% ②/①+②

氏名又は名称
住所又は主た
る事務所の所

在地
国籍等

議決権
の数

在留資
格又は
特別永
住者

構成員のうち、出資のみの人全員を記載

法人が農地を所有していない場合はマスキング箇所は記入不要

記入しきれない場合は別紙を使用



４ 　農地法第２条第３項第３号及び第４号関係

（１）理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況

直近実績
翌事業年
度の計画

直近実績
翌事業年度

の計画

奈義　一郎 豊沢306-2 日本 代表理事 150 150 150 150

奈義　太郎 豊沢306-10 日本 理事 150 150 90 90

△△　△△ 豊沢306-5 日本 理事 100 100 45 45

〇〇　〇〇 豊沢306-4 日本 理事 150 150 60 60

（2）重要な使用人の農業への従事状況

直近実績
翌事業年
度の計画

直近実績
翌事業年
度の計画

必要な農作業への
年間従事日数

農業への年間
従事日数

必要な農作業への
年間従事日数

氏　　名 住　　所 国籍等 役　職
在留資
格又は
特別永
住者

農業への年間
従事日数

氏　　名 住　　所 国籍等 役　職
在留資
格又は
特別永
住者

※日数で記載
理事等の過半は法人の農業に常時従事（原則年間150日以上）する構成員であること。

（例では４人中３人が常時従事者であり過半となる。※２人の場合過半にはならない。）

理事等又は法人について権限と責任を有する使用者のうち１人以上の者が法人の農

作業に従事（原則年間60日以上）すること。

上記の理事等のうち、法人の農業に従事する者（原則年間150日以上）であって、か

つ、必要な農作業に（原則年間60日以上）従事する者がいない場合にのみ記載

所有農地が無いときはグレーにマスキングされたところは記入不要


